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はじめに 

 

伊東市景観計画は、景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条の規

定に基づく計画です。 

景観法は、都市や農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美

しく風格のある国土の形成、うるおいのある豊かな生活環境の創造及び

個性的で活力のある地域社会の実現を図るため、景観に関する国民共通

の基本理念や、国、地方公共団体、事業者及び住民それぞれの責務を定

めるとともに、行為規制や公共施設の特例、支援の仕組み等を定めた法

律として、平成１６年６月に成立し、公布されました。 

本市は、平成８年に制定した伊東市都市景観条例に基づき景観行政

を推進してきましたが、景観法が「住民は良好な景観の形成に関して、

理解を深め、積極的な役割を果たし、また、事業者は良好な景観の形成

に自ら努め、住民及び事業者は施策に協力すること」や、「地方公共団

体は良好な景観の形成の促進に関し、施策を策定すること」を定めてい

ることを踏まえ、平成１８年１０月に静岡県知事の同意を得て景観行政

団体となりました。 

景観行政団体として、平成２０年度から「伊東市景観計画」の策定を

開始し、「旧都市景観条例」に基づく「都市景観形成基本計画」の見直

しを行うなどして、景観法に規定される本計画を策定しました。 

今回の改定は、景観形成基本計画の改定と合わせ「建築物の良好な景

観形成のための指針」を景観形成基本計画において指針として示すとと

もに、本計画では、建築物や工作物の景観誘導を積極的に推進するため、

行為の制限内容の充足などを図りました。 
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１ 計画の位置付け 

（１）景観計画の位置付け 

本計画は、伊東市景観条例（平成８年伊東市条例第１０号）第７条に基づく伊東市景観形成

基本計画に即し、景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条に基づく計画として策定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜伊東市景観形成基本計画＞ 

・本市の景観形成の基本的な考え方若しくは方向性又は具体的な景観形成のための施策を

示すものです。 

・市域全体の方針とゾーン別の方針で構成しています。 

 

＜伊東市景観計画＞ 

・景観法に基づく計画であり、景観計画の対象区域、景観形成の方針、行為の制限、景観重

要建造物・樹木、景観重要公共施設、景観農業振興地域などについて明記しています。 

 

＜伊東市景観条例＞ 

・景観計画の運用を図るために、景観法で定められる委任事項について明記する条例です。 

・景観法の委任事項以外にも、景観計画に位置付けた施策の運用のために、必要に応じて目

的や仕組み、制限事項などについて位置付けています。 

伊 東 市 総 合 計 画 

伊東市都市計画 

マスタープラン 

各種個別計画 

・伊東市観光基本計画 

・観光地エリア景観計画 等 

・都市計画法 

・自然公園法 

・屋外広告物法 

・その他施策等 

 

・ふじのくに景観

形成計画等 

伊東市景観形成基本計画 

伊東市景観計画 

即す 

整合 

即す 

整合 

整合 

整合 

即す 

即す 

景 

観 

法 

伊東市景観条例 

即す 
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（２）計画の構成 

本計画は、景観法に定められた法定事項で構成しています。 

 

＜景観計画に定める事項（景観法第８条、第１６条関係）＞ 

必
須
事
項 

○景観計画区域 

○景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 

○良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

○景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 

（当該景観計画区域内にこれらの指定の対象となる 建造物又は樹

木がある場合に限る。） 

選
択
事
項 

○屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する

行為の制限に関する事項 

○景観重要公共施設の整備に関する事項 

○景観重要公共施設の占用等の基準 

○景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 

○自然公園法の特例に関する基本的な事項 

 ※ハッチ部分は本計画では定めていない 

 

景観法に基づき、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項（届出対象行為）に定

められた行為は届出の対象となり、届出をしなかった場合や変更命令に従わなかった場合は、

法に基づく罰則が適用されます。 

 



 3

２ 景観計画の区域 

本市は、天城の山々を背に、相模灘に望む伊豆半島の東海岸に位置し、城ヶ崎海岸、一碧

湖、大室山とその火山活動により形成された高原地域等の自然景観、良質な温泉を生かした温

泉情緒豊かな湯のまち景観、賑わいのある市街地景観などが織り成す観光都市です。 

また、地域にまつわる数多くの史実や語り伝え、このまちに愛着を持ち住み着いた文人墨客

とその足跡など、文化の香りに包まれたまちでもあります。 

その独特な自然景観や、先人が育んだ湯のまち情緒、そして文化の香りが醸し出すまちの景

観などをかけがえのない共有の財産として、次代に引き継いでいくためには、市域全域を景観

計画の対象として取り組んでいくことが求められています。 

以上のことから、本市の景観計画区域は市域全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用途地域】 

 都市計画法により定

める地域のひとつで、

住居、商業、工業など

の土地利用の用途の

混在を防ぐことを目

的として、地域ごとの

用途を定めるもので、

地域ごとに建築基準

法による規制があり

ます。 

 

【国立公園（特別・普通）

地域】 

 優れた自然の風景地

を保護するとともに、

その利用の増進を図

ることや、生物の多様

性の確保に寄与する

ことを目的として自

然公園法に基づいて

定められた規制区域

で、国が保護・管理し

ています。 
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３ 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 

（１）景観形成の目標 

 恵まれた自然景観を守り、これと調和した「美しいまち・伊東を育むまちづくり」  

変化に富んだ海の景観、広がりのある高原の緑の景観を守り、育

み、これと調和した美しいまちの顔や緑豊かな住まいの景観を、市

民が愛着を持ちながら日々の暮らしの中で育み、魅力ある観光地と

して、また、市民が誇りを持てる郷土として、発信できるまちをつ

くります。 

 

（２）景観形成の基本方針 

目標を実現するための景観形成の基本方針は、以下に示すとおりです。 

＜基本方針－１＞ 変化に富んだ海岸をいかした景観をつくります 

＜基本方針－２＞ 明るい空が感じられる高原景観をつくります 

＜基本方針－３＞ まちの顔となる景観をつくります 

＜基本方針－４＞ 親しみのある美しい道路・河川の景観をつくります 

＜基本方針－５＞ 緑豊かな住宅地景観をつくります 

＜基本方針－６＞ 歴史・文化を大切にした景観をつくります 

＜基本方針－７＞ 市民、事業者と行政が一体となって推進します 

 

※内容の詳細は、伊東市景観形成基本計画に記載しています。 
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４ 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

（景観法第８条第２項第２号関係） 

「３ 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針（４～５頁）」に基づき、市全

域における、建築物の建築及び工作物の建造などに係わる良好な景観形成のための行為の制

限を、次のとおり定めます。 

より重点的に景観形成を推進していく地区等については、重要景観形成地区の指定ととも

に、届出対象行為の種類や規模について、地元住民と協議しながら検討していきます。 

 

（１）届出対象行為 

建築物・工作物及び木竹の伐採などに係る届出対象行為は、次のとおりとします。 

 

対象区域 市全域 

建
築
物
・
工
作
物 

用途地域が指定 

されている区域 

ア 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更

することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高

さが１５ｍ以上又は延べ床面積が１,０００㎡以上のもの。 

イ 工作物（太陽光発電設備その他これに類する物件を除く。）

の新設、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更するこ

ととなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが１

５ｍ以上のもの。 

ウ 太陽光発電設備その他これに類する物件（同一敷地若しくは

一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋

根、屋上等に設置するものを除く。）の新設、増築、改築若

しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは

模様替え又は色彩の変更で、高さが１５ｍ以上又は事業区域

（太陽光発電設備設置事業を行う一団の土地（継続的又は一

体的に事業を行う土地を含む。）をいう。）の面積が１,００

０㎡以上のもの 

用途地域が指定 

されていない区域 

ア 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更

することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高

さが１３ｍ以上又は延べ床面積が１,０００㎡以上のもの。 

イ 工作物（太陽光発電設備その他これに類する物件を除く。）

の新設、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更するこ

ととなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが１

３ｍ以上（電波塔、送電用鉄塔その他これらに類する物件に

ついては高さ１５ｍ以上）のもの。 

ウ 太陽光発電設備その他これに類する物件（同一敷地若しくは

一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋

根、屋上等に設置するものを除く。）の新設、増築、改築若

しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは
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模様替え又は色彩の変更で、高さが１３ｍ以上又は事業区域

（太陽光発電設備設置事業を行う一団の土地（継続的又は一

体的に事業を行う土地を含む。）をいう。）の面積が１,００

０㎡以上のもの。 

木竹の伐採 ア 伐採する区域の面積が５００㎡以上のもの 

土地の開墾、土石の採

取、鉱物の掘削その他

の土地の形質変更 

ア 行為を行う区域の面積が１,０００㎡以上のもの 

屋外における土石、廃

棄物、再生資源その他

の物件の堆積 

ア 敷地内の堆積面積の合計が１,０００㎡以上のもの又は堆積

の高さが３ｍ以上のもの 

※建築物：建築基準法第２条第１項に定めるもの 

※工作物：次に掲げるもの 

 (1)垣、さく、擁壁その他これらに類する物件 

 (2)高架水槽、冷却塔、実験塔その他これらに類する物件 

 (3)煙突、排気塔その他これらに類する物件 

 (4)記念塔その他これに類する物件 

 (5)石油タンク、ガスタンクその他これらに類する物件 

 (6)電波塔、送電用鉄塔その他これらに類する物件 

 (7)高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋その他これらに類する物件 

 (8)太陽光発電設備その他これに類する物件 

 (9)前各号に定めるもののほか、これらに類するものとして市長が指定し告示した物件 

※高さ：最低地盤面からの高さ 

※太陽光発電設備：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平

成２３年法律第１０８号）第２条第３項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、

同条第４項第１号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とする設備（送電に係る電柱

等を除く。） 

※太陽光発電設備設置事業（伊東市美しい景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関す

る条例（平成３０年伊東市条例第１２号））：太陽光発電設備を設置する事業又は太陽光発

電設備を設置するために行う樹木の伐採、土地の造成等による区画形質の変更を行う事業 
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（２）行為の制限 

恵まれた自然景観を守り、これと調和した良好なまち並み景観を形成するため、建築物又は

工作物の外観の色彩及び木竹の伐採等について、次の制限を行います。 

なお、届出対象行為については、次の基準について制限を行うとともに、伊東市景観形成基

本計画に記載の「６ 景観形成推進方策 （２）重点的な取組 イ 大規模建築などの景観誘

導」を踏まえ、協議・指導を行います。 

 
 

項 目 内    容 

建
築
物
・
工
作
物 

位置 ・道路等公共用地に面した壁面は後退し、歩道上の空間や植込み空間

の確保に努め、まち並みにゆとりを与える空間とするよう配慮する

こと。 

・建築物の配置は、周囲のまち並みとの連続性、一体感を高めるよう

にするとともに、主要な眺望景観を著しく妨げないよう配慮するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

形態 ・建築物の高さは、まち並みと調和したものとするよう配慮すること。 

建
築
物
・
工
作
物 

外観 意匠 ・建築物は、まち並みと調和し、全体的にまとまりのある意匠とする

よう配慮すること。 

・建築物の壁面は、単調な大壁面とならないよう配慮すること。 

・商業施設などは、ショーウインドウ等を設置するなどし、賑わいの

演出が図られるよう配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

・道路から後退し、ゆとりあるまち並み景観とする。 

（好ましくないイメージ例） ・周辺景観との調和に配慮し、単調な大壁面

の建物としない。 

・道路に面する外壁はもとより、側面もできる 

 だけ配慮する。 

・ショーウィンドウの設置により、賑わいを演出

する。 
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・屋上に設ける設備を目隠し等の措置で

隠すことにより、景観に配慮している

例。 

・目隠し機能を持つ手すりで、ベラン

ダ内のものを見えにくくしている例。 

 

・建築物にとり込まれた屋外階段とし、

一体感を持たせている例。 

・敷地内の既存樹木は極力保全し、修景に活用する。 

 

・既存樹木を活かしつつ、側面等も緑化修景を図る。 

・建築物と調和した外構デザインに配慮した例。 ・通りに面する部分の生垣化により、魅力ある歩行

者空間を演出する。 

項 目 内    容 

建
築
物
・
工
作
物 

外観 建築設

備、付

属建築

物 

 

・外壁、屋上等に設ける給排水管・受水槽などの設備は、道路から見

えにくいよう配慮すること。 

・屋外階段、立体式駐車場等は、建築物本体と一体感が図られるデザ

インとするよう配慮すること。 

・共同住宅などは、エアコン室外機等が道路から見えにくくなるよう

バルコニー等の設置を工夫するよう配慮すること。 

 

 

 

   

 

 

 

  

材料 ・周辺景観と調和し、違和感のない材料を使用するよう配慮すること。 

・経年変化による退色、損傷、汚れに強い材料を選択するよう配慮す

ること。 

外構 植栽 ・敷地内は、周辺の植生に調和する樹種を用いた緑化を行うよう配慮

すること。 

・交差点に接する場所については、植込みの空間や角地広場等を設け

るよう配慮すること。 

・敷地内の既存樹木は、保全して修景にいかすよう配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柵・塀 

・門 

・柵・塀沿いの歩行者空間は、生垣等による緑化空間を設置するよう

配慮すること。 

・建築物本体と調和した形態や色彩とするとともに、まち並みにもな

じむよう配慮すること。 
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・駐輪場は、建築物本体と調和したデザインや配置の配

慮、緑化等により景観演出スペースとする。 

・駐車場は緑化を推進し、潤いのあるオープンスペース

とする。 

・垂直擁壁はできるだけ避け、植栽ブロックの使用 

 など緑化に配慮する。 

（好ましくないイメージ例） 

項 目 内    容 

建
築
物
・
工
作
物 

外構 

 

駐車

場・

駐輪

場 

・駐車場は、植栽を行うなどして、建築物や周辺との一体感をつくるよう

配慮すること。 

・駐輪場は、舗装材の選択や周辺の緑化などにより、景観演出スペースと

するよう配慮すること。 

 

 

 

 

 

   

 

 

擁壁 ・擁壁は、垂直の壁面を避けるとともに、できる限り低いものとするよう

配慮すること。 

・擁壁の壁面については、緑化や植栽が可能なブロック等の使用により、

壁面の緑化に配慮すること。 
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（好ましくないイメージ例） ・広告物は、派手な窓面利用は避け、極力小さく、かつ個数

は少なくし、ベースの色を統一するなどにより周辺景観に

配慮する。 

 また、独立看板等は、道路等公共用地の境界からは極力後

退し、できるだけ集約したものとすること。 

項 目 内    容 

建
築
物
・
工
作
物 

表示、

掲 出

物等 

・広告物は、建築物の規模・意匠と調和させるよう配慮すること。 

・広告物は、建築物の外観の色彩と調和するものとし、文字等についても彩

度の高い色は使用しないように配慮すること。 

・建築物に付帯する広告物は、寸法・個数を抑えるとともに、ベース色の統

一を行うなど配慮すること。 

・独立した看板は、道路等公共用地の境界から後退するとともに、集約化す

るよう配慮すること。 

・窓面利用の広告物は、掲出しないよう配慮すること。 
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項 目 制限内容 

建
築
物
・
工
作
物 

色彩基準 
・建築物及び工作物の外観の色彩基準の数値は、日本工業規

格 Z8721〔色の表示方法－三属性による表示〕（以下、マン

セル値と呼ぶ。）に基づき、次に示す基本色のとおりとする。

なお、できる限り推奨色を使用するよう努める。 

・色数は、全体で５色以内となるようにする。 

・これらにかかわらず、自然素材によって仕上げられる部分の

色彩、太陽電池パネルで使用される低明度の色彩又は建築

物及び工作物の見付面積の１０分の１未満の範囲内で外観

のアクセント色として着色される部分の色彩については、こ

の限りではない。 

 用途地域が指

定されている

区域 

基本色 

 ① ０Ｒ（≠１０ＲＰ）～１０Ｒ 彩度４以下とする。 

  ② ０ＹＲ（≠１０Ｒ）～５Ｙ  彩度６以下とする。 

  ③ 上記以外の色相            彩度３以下とする。 

  ・無彩色（彩度Ｎ）においては、明度１＜Ｎ＜９とする。 

推奨色 

 ④ ０ＹＲ（≠１０Ｒ）～５Ｙ   彩度４以下とする。 

 用途地域が指

定されていな

い区域 

基本色 

①  ０Ｒ（≠１０ＲＰ）～１０Ｒ 彩度３以下とする。 

  ② ０ＹＲ（≠１０Ｒ）～５Ｙ  彩度４以下とする。 

  ③ 上記以外の色相        彩度２以下とする。 

  ・無彩色（彩度Ｎ）においては、明度１＜Ｎ＜９とする。 

推奨色 

 ④ ０ＹＲ（≠１０Ｒ）～５Ｙ  彩度３以下とする。 

色相の範囲は以下、基本色（①～③）の明度・彩度の範囲は１３頁、推奨色（④） 

の明度・彩度の範囲は１４頁を参照 

 

 
【色相の範囲】 

※ ④は行為の制限（２２頁）
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  【基本色（①～③）の範囲】 
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【推奨色（④）の範囲】 



 15

項 目 制限内容 

太陽光発電設備の新設等 
・行為地は、道路からできるだけ離れるとともに、道路上、周

辺部及び眺望点から目立たない場所とすること。 

・太陽光パネルの色彩は、周辺の景観になじむよう明度・彩度

が低いもの又は黒色、濃紺色等で光沢や反射が少なく、模様

が目立たないものを使用すること。 

・パワーコンディショナー、分電盤、送電柱等の附属設備の色

彩は、周囲の景観と調和するものを使用すること。 

・歩行者、運転者又は周辺の景観へ影響のあるものは、敷地の

境界から出来るだけ後退させ、必要に応じて植栽やフェンス

などにより目立たないよう配慮すること。 

・施設の規模や地形等に応じ、太陽光パネルの分散配置又は周

辺の植栽等、人工物の存在感を軽減させること。 

・斜面地に設置する場合、周囲の山なみや稜線の連続性、自然

景観を損なわないように高さや規模を出来るだけ抑え、配置

に配慮すること。 

・平地に設置する場合、太陽光パネルの最上部の高さは周囲の

景観から突出しないようにできるだけ低くすること。 

 

  

（好ましくないイメージ例） ・道路からできるだけ後退させ、植栽やフェンスな

どにより目立たないよう配慮する。 

 

○          × 
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項 目 制限内容 

木竹の伐採 
・行為地は、道路からできるだけ離れるとともに、道路上、周

辺部及び眺望点から目立たない場所とすること。 

・行為中は、敷地内の緑化、既存樹木の保全等の措置を講じる

よう配慮するとともに、行為中の景観が、周囲の景観と不調

和にならないようにすること。 

・行為後の景観が周囲の景観と不調和にならないようにすると

ともに、地域の自然植生と調和した緑化を行うこと。 

・やむを得ず伐採する場合は、代替え植栽をすること。 

 

土地の開墾、土石の採

取、鉱物の掘削その他の

土地の形質変更  

・行為地は、道路からできるだけ離れるとともに、道路上、周

辺部及び眺望点から目立たない場所とすること。 

・行為中は、敷地内の緑化、既存樹木の保全等の措置を講じる

よう配慮するとともに、行為中の景観が、周囲の景観と不調

和にならないようにすること。  

・行為後の景観が周囲の景観と不調和にならないようにすると

ともに、地域の自然植生と調和した緑化を行うこと。  

 
  

○           × 

（好ましくないイメージ例） ・道路からできるだけ離れ、緑化や既存樹木の

保全などにより目立たないよう配慮する。 
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項 目 制限内容 

屋外における土石、廃棄

物、再生資源その他の物

件の堆積 

・行為地は、道路からできるだけ離れるとともに、道路上、周

辺部及び眺望点から目立たない場所とすること。また、緑化

等により行為地が目立たないようにすること。 

・堆積物は、周辺の景観を乱さないよう配置し、可能な限り高

さを抑え、積み上げ方法等の工夫により、整然とすること。 

 

 

（好ましくないイメージ例） ・道路からできるだけ離れ、緑化などにより目立

たないよう配慮する。 

 

○          × 
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５ 景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針 

（景観法第８条第２項第３号関係） 

景観法第１９条第１項の景観重要建造物又は第２８条第１項の景観重要樹木の指定の

方針は、次のとおりとします。 

 

（１）景観重要建造物の指定の方針 

道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるもので、以下の項目のいず

れかに該当する建造物については、所有者や管理者の意見を聴いた上で、景観重要建造物

として指定します。 

ア 地域の自然、歴史、文化、生活などから見て、これらの特性が形として現れたもの

であり、地域を象徴する建造物 

イ 優れたデザインを有し、地域のシンボル的な存在であり、良好な景観の形成に寄与

する建造物 

ウ 街角やアイストップに位置するなど、地域の景観形成に取組む上で重要な位置にあ

る建造物 

 

（２）景観重要樹木の指定の方針 

道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるもので、以下の項目のいず

れかに該当する樹木については、所有者や管理者の意見を聴いた上で、景観重要樹木とし

て指定します。 

ア 樹高や樹形が、市域及び地域のシンボル的な存在であり、良好な景観の形成に寄与

する樹木 

イ 街角やアイストップに位置するなど、市域及び地域の景観形成に取り組む上で重要

な位置にある樹木 

ウ 市域及び地域の歴史、文化を象徴する貴重な樹木 
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６ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する 

  行為の制限に関する事項 

（景観法第８条第２項第４号イ関係） 

（１）屋外広告物の景観誘導に関する基本方針 

景観計画区域における良好な景観形成に関する方針に基づき、屋外広告物の景観誘導を

図るため、今後、規制の区域や許可基準などを検討した上で、重要景観形成地区の指定に

よる屋外広告物の誘導や、景観行政団体である市町村の特例（屋外広告物法第２８条）を

活用し、本市独自の屋外広告物条例の策定などを含め、幅広く検討し、規制・誘導を行っ

ていきます。 

 

（２）屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する 

  行為の制限に関する方針 

行為の制限の基準は、以下の方針に沿って定めていきます。 

ア 基準は、地域の特性を踏まえつつ、現行の静岡県屋外広告物条例の基準に基づき、

本計画で定める景観形成の方針に沿って、設定します。 

イ 基準として定める内容は、屋外広告物を設置する位置、規模、個数、表示面積、形

態、意匠などに関することとします。 

ウ 基準は、特に主要幹線道路の沿道景観を阻害しないものとするよう設定します。 
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７ 景観重要公共施設の整備に関する事項 

（景観法第８条第２項第４号ロ関係） 

（１）景観重要公共施設の位置付けに関する方針 

道路・河川・公園・海岸・港湾等の公共施設のうち、以下に該当する公共施設について

は当該公共施設の管理者等と協議し、その同意を得た上で、景観重要公共施設に位置付け

ます。 

ア 本市のシンボル的な存在で、市民や来訪者に親しまれている公共施設であり、その

整備・改修などにおいて、景観面での配慮が必要なもの。 

イ 今後整備を行う公共施設で、地域の良好な景観の形成において重要なもの。 

ウ 重要景観形成地区・眺望点との関係性において主要な動線となるなど重要なもの。 

 

景観重要公共施設は、「ふじのくに色彩・デザイン指針」等に準拠し、施設整備を進め

ていきます。 

 

 

（２）景観重要公共施設候補地の名称等 

上記の方針から、以下を景観重要公共施設の候補地に選定し、指定に向けて取り組んで

いきます。 

 

＜道路＞ 

名称 区間 管理者 

国道 135 号 伊東市内の全区間 静岡県 

主要地方道伊東大仁線 伊東市内の全区間 静岡県 

主要地方道伊東修善寺線 伊東市内の全区間 静岡県 

主要地方道伊東停車場線 伊東市内の全区間 静岡県 

一般県道伊東川奈八幡野線 全区間 静岡県 

一般県道中大見八幡野線 伊東市内の全区間 静岡県 

一般県道遠笠山富戸線 伊東市内の全区間 静岡県 

一般県道池東松原線 全区間 静岡県 

市道南口線 全区間 伊東市 

市道一碧湖・大室線 全区間 伊東市 

市道荻・一碧湖・梅の木平線 全区間 伊東市 

市道伊豆高原・東拓線 全区間 伊東市 

いでゆ橋 全区間 伊東市 

大川橋 全区間 伊東市 
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＜河川＞ 

名称 管理者 

伊東大川（松川湖含む） 静岡県 

烏川 静岡県 

伊東仲川 静岡県 

伊東宮川 静岡県 

 

＜公園＞ 

名称 管理者 

伊東公園 伊東市 

小室山公園 伊東市 

丸山公園 伊東市 

汐吹公園 伊東市 

川口公園 伊東市 

なぎさ公園 伊東市 
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（３）景観重要公共施設候補地の概要 

 

＜道路＞ 

国道１３５号  

市内を南北に縦断する幹線道路で、多くの市民や観

光客が利用する。 

沿道にはヤシの木が植えられた区間もあり、海岸や

樹林地等がある多様な沿道景観となっている。 

 

 

主要地方道伊東大仁線  
宇佐美海岸から途中にある亀石峠を通る道路で、標

高が高い区間は相模灘が望め、また、沿道のみかん畑

が印象的な景観となっている。 

 

 

 

主要地方道伊東修善寺線  
伊東市街地から途中にある松川湖畔沿いを通る道路

で、沿道付近に宿泊施設が点在し、また、山間地の斜

面地に住宅地を眺望できる。 

 

 

 

主要地方道伊東停車場線  
オレンジビーチから伊東駅を結ぶ道路で、観光の玄

関口として伊東駅周辺地区は再整備が予定されている

ことから沿道景観が求められる。 

 

 

 

一般県道伊東川奈八幡野線  

国道１３５号と並行して海岸沿いを縦断する道路で、

沿道の海岸や漁村集落地等が印象的な景観となってい

る。 

 

 

 

一般県道中大見八幡野線  

国道１３５号から途中にある大室山を通る道路で、

沿道では大室山の眺望が得られ、また、農村集落地等

が印象的な景観となっている。 
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一般県道遠笠山富戸線  

国道１３５号から大室山を結ぶ道路で、団体が小室

桜を植栽しており、大室山への眺望が得られるなど豊

かな沿道景観となっている。 

 

 

 

一般県道池東松原線  

大室山と萩地区を結ぶ道路で、十足地区の田園風景

や山間部の景観などが見られる。 

 

 

 

 

市道南口線  

伊東駅前から竹の内地区を結ぶ道路で、電線地中化

が行われたいちょう並木が特徴的で、また、伊東大川

や東海館等があり、温泉情緒を感じる沿道景観となっ

ている。 

 

 

市道一碧湖・大室線  

大室山から一碧湖方面へ向かう道路で、別荘地を通

り抜け緑に囲まれた沿道景観となっている。 

 

 

 

 

市道荻・一碧湖・梅の木平線  

国道１３５号から一碧湖周辺を通る道路で、一碧湖

への眺望を得られ、緑豊かな沿道景観となっている。 

 

 

 

 

市道伊豆高原・東拓線  

伊豆高原駅前から大室山付近へ至る道路で、数キロ

にわたる桜並木は本市を代表する別荘地景観となって

いる。 

 

 

 

いでゆ橋・大川橋  

橋から望める、東海館と伊東大

川の一体となった景観は湯のまち

情緒を醸し出す景観となってい

る。 
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＜河川＞  

伊東大川（松川湖含む）  

伊東大川の上流にある松川湖

畔は四季を感じる自然景観と

なっており、下流の河畔にある東

海館付近は湯のまち情緒を醸し

出す景観となっている。 

 

烏川・伊東仲川・伊東宮川  

宇佐美の市街地は烏川、伊東仲

川及び伊東宮川によって形成し

た扇状地上に発達しており、３河

川は住民生活に密着しているこ

とから地域住民による河川の美

化活動（清掃）が継続して行われ

ている。また、烏川には水辺に親

しめる空間を確保するための親水

護岸が整備されている。 
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＜公園＞ 

伊東公園  

JR 伊東駅の裏に位置し、戦前には李王家の別荘が

あった小高い丘のある公園 

２月の初旬から寒桜が咲き始め、春には３，０００

株の鮮やかなピンク色の芝桜に目を奪われる。 遊歩道

を頂上までいくと、伊東市街を一望に見渡せる。 

 

小室山公園  

海抜３２１メートルの小室山からの眺望は、富士山

を始め相模灘や緑豊かな伊東市を３６０度見下ろすこ

とができる。観光リフト、テニスコートをはじめ運動

施設があり、つつじ園やつばき園など一年を通して散

策を楽しめる公園 

 

丸山公園  

小沢川のせせらぎと自然林いっぱいの「水と緑」の

公園。６月上旬にはホタル観賞会が開かれ、ゲンジボ

タルが幻想的に舞う姿を楽しむことができる。 

四季の移り変わりを感じることのできる公園 

 

汐吹公園  

名物の汐吹き岩は潮の干満によって断崖絶壁の洞穴

から潮が吹き上がる現象で、自然の雄大さを感じるも

のある。 

山頂の展望台からは、相模灘や富士・丹沢山系が望

め、初島や伊豆大島が展望できる。 

 

川口公園  

日本初の洋式帆船を建造した三浦按針の事績を記し

た石碑とタイル絵がある。 

松川の左岸を遡ると、河畔には温泉街の情緒を楽し

みながら散策できる遊歩道がある。 

 

なぎさ公園  

市制３０周年記念事業として設置された地元彫刻家・

重岡建治氏の彫刻が数点展示された公園 

公園からは、房総半島、三浦半島、真鶴岬、初島な

どが一望でき、市民や観光客の憩いの場となっている。 
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８ 景観農業振興地域整備計画に関する基本的な事項 
（景観法第８条第２項第４号二関係） 

農地・農村景観の保全と向上を図るため、地域住民の機運と要望が高まるなど、必要な

段階において、景観法第５５条第１項で定める景観農業振興地域整備計画の制度を運用す

ることができるように、次の基本的事項を定めます。 

 

（１）計画策定対象地区の抽出の方針 

景観農業振興地域整備計画を策定する対象地区の抽出の方針は、地域景観の特色に配

慮して、次のように定めます。 

ア 水田及びみかん畑などの農地が、周囲の自然景観と調和し、良好な景観を呈してお

り、今後とも保全・継承が求められる地域 

イ 景観的な作物の栽培や、農地のオーナー制度の実施などにより都市住民との交流を

推進しているなど、今後ともその活動を推進していく地域 

ウ 担い手不足等による耕作放棄地が増加しており、対応が求められる地域 

 

 

９ 自然公園法の特例に関する基本的な事項 

（景観法第８条第２項第４号ホ関係） 

自然公園法で定められる富士箱根伊豆国立公園の特別地域については、緑豊かで美しい

緑地景観の維持保全と後世への継承を図るために、建築物、工作物等の新増改築、屋外広

告物の掲出、木竹の伐採、地形等の改変などの行為において、自然公園法の特例制度を運

用することができるよう検討していきます。 

 

以上 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

伊東市景観計画 

平成２３年１２月 １日策定 

令和 元年 ８月 １日改定 

令和 ３年 ９月 １日改定 

 

伊東市 建設部 都市計画課 

 

〒414-8555 静岡県伊東市大原二丁目１番１号 

    TEL ０５５７－３６－０１１１（代表） 

FAX ０５５７－３６－０３２０ 

ＵＲＬ http://www.city.ito.shizuoka.jp/ 

Ｅ-mail toshikei@city.ito.shizuoka.jp 

 

 

        

 



 

 


